
令和３年度 大分県地域資源活用型観光サービス開発支援事業 

 

補助対象事業者 

① 県内に主たる事務所を有する中小企業者等 

② ①の中小企業者等で構成された団体 

③ ①の中小企業者等を含むコンソーシアム 

補助対象事業 

以下のいずれにも該当する事業を対象とします。 

①自然、歴史、食など本県の魅力的な地域資源を活かした体験型のサ

ービス等を提供する取組であること 
 

②収益が期待できる有料のサービスを提供し、観光消費額の向上を図る取組

であること 

補助率 １／２以内 

補助上限額等 
補助上限額：１００万円以内 

補助対象経費：旅費、消耗品費、修繕料、役務費、委託料、備品購入費等 

公募期間 令和３年７月１日（木）～８月１６日（月） 

申込方法 

事業実施計画を作成し、当課に持参又は郵送してください。 

※公募要領は、県庁ＨＰ（観光政策課のページ）からダウンロードして 

ください。 

 ※応募に当たっては、令和 3 年 7 月 30 日（金）までに当課あて事前相談 

を行ってください。事前相談がない場合の申請は受け付けできません。 

問合せ先 
大分県商工観光労働部観光局観光政策課（県庁本館７階） 

TEL 097-506-2122 FAX 097-506-1729 

おおいたの魅力で稼ぐ観光サービスの開発を支援します !! 

～大分県地域資源活用型観光サービス開発支援事業費補助金（2次公募）のご案内

１ 自然を活かした観光サービスの事例 
・自然に囲まれた施設でのワーケーション(ワーク+バケーション)環境の提供 

・「３密」を回避できる自然環境を自転車で巡るサイクリングツアー 
 

２ 歴史を活かした観光サービスの事例（イメージ） 
 ・歴史的な建造物を VR で再現するタイムスリップ体験 

  ・歴史的な町並みなどを紹介し、誘客に結びつけるオンラインツアー 
 

３ 食を活かした観光サービスの事例（イメージ） 
  ・名物おばあちゃんとつくる絶品だんご汁づくり体験 

  ・温泉噴気を利用した蒸し料理の提供 
ポイント：市場ニーズの理解度、サービスの魅力とターゲティングの妥当性、サービス全体の完成度及び工夫の有無、 

事業の収益性、本県の観光消費促進への貢献可能性、働き方改革への取組姿勢等が審査のポイントになります。 

【制度の概要】 

県内における観光消費を促し、観光産業の振興に寄与するため、自然、

歴史、食など本県の魅力的な地域資源を活かした体験型のサービスを開発

し、来県者への提供に取り組む事業者に対して、その取組に要する経費の

一部を助成します。 


